
別紙１ 　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

整理番号 7-2 事務事業名 自主防災組織育成事業 作成部署 総務部防災・防衛担当 電話 内線６５２

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 伊与　信一 課長職名 内山　浩一 作成日 平成19年6月

　事務事業開始年度 Ｈ14
根拠法令等 災害対策基本法、北広島市地域防災計画

　〃 終了予定年度

１　計　画　（プラン）
上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

章 安全で安心できるまち （第 1 章）

節 防災と消防 （第 7 節）

施策 総合的な防災体制の充実 （第　 1 施策）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を) 　市内における各自治会、町内会又は連合町内会等

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

　大規模な災害発生時においては、住民自ら相互に協力し、災害に対処することが求め
られていることから、自分たちの地域は自分たちで守るとの精神のもと、地域における自
主防災組織の設立を推進し、組織の育成を図り、いざという時の災害からの被害を最小
限に抑えるための活動（訓練）を推進することを目的とする。

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

18
年
度
ま
で

　自治会単位の自主防災組織の設立を推進し、育成するため、組織を設立し、活動及び
運営する団体に対し、防災訓練等事業及び活動に要する経費の一部を助成する北広島
市自主防災組織等活動助成金交付要綱を平成17年12月1日に公布、施行した。
　平成17年度から同要綱に基づき４団体に助成した。

19
年
度

　上記助成金交付要綱のPRとともに、出前講座を実施しながら、自主防災組織の必要
性及び地域防災力向上のための防災啓発を実施するとともに、自治会単位の自主防災
組織の設立を推進し、育成を図る。

２　実　施　（ドゥ）

【事業費の推移】 （単位：千円）

区　　　　分 17年度（決算） 18年度（決算） 19年度（予算） 20年度（予定）

直接事業費

国支出金

道支出金

地方債

その他特財

一般財源 100 259 300 300

①合　計 100 259 300 300

人 　件 　費
（概算）

②人　数（年間） 0.05 0.05 0.05 0.05

③１人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

④＝②×③ 450 450 450 450

　総　事　業　費 ①＋④ 550 709 750 750

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
指　　　　　標　　　　　値

単位 17年度 18年度 19年度（目標） 20年度（目標）

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

① 累積設立団体数 20 20 23 26

② 累積設立世帯数 4,067 4,453 4,753 5,053

③

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

① 組織率

20/158 20/158 23/158 26/158
【指標の定義（算式等）】

①/団体数

②

4067/24597 4453/25018 4753/25018 5053/25018
【指標の定義（算式等）】

②/世帯数



□

整理番号 7-2

３　評　価　（チェック）

チェック項目
評
点

選択理由、説明等

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

4
　被害を最小限に抑えるためには、地域の災害に対応
する組織が必要であり、その育成については行政が実
施すべきである。

有
効
性

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

3
　現時点では、助成件数が少なく、手段の妥当性につ
いての判断は難しいが、補助金という方法が適当かど
うか検討する必要はある。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

3
　補助金による助成制度が、最も適切な手段なのか判
断が難しいところであり、今後は、町内会のニーズを踏
まえながら検討を行うことが必要と考える。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

-
　災害から市民の生命、財産等を守ることが行政の責
務であり、受益者負担の考えは、なじまない。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

法律で実施が義務付けられている事務事業か 　　　□有　　　　　■無

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

■ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

【外部評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□拡大重点化
事務事業担当部局の

総合判定

【１次評価】

　災害時や有事の際における連絡体制等、自主防災
組織の役割は今後益々大きくなることから、積極的に
推進していく。

今後の方向性（課題と解決方法等）

□現状継続
□見直し
□統合 ■拡大重点化
□休・廃止 □現状継続
□終了 □見直し

今後の方向性 □統合
□休・廃止
□終了

【２次評価】 今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　災害時や有事における自主防災組織の役割は極め
て重要となっていくことから、積極的に組織整備を推進
していく。

■拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

[※参考] 　判　　　　定 今後の方向性

前年度の
２次評価

拡大重点化
　地域防災計画において、自主防災組織の役割は、重要となっている。
　防災の連携体制構築のため、日赤北広島市地区、社会福祉協議会、ボランティア関係団体
等と連携し、早急に組織整備に努めること。
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